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｢

手
形
の

無
困
性
と

手
形
資
金
+

-
素
描

川

村

正

幸

一

､

手
形
債
権
の

無
因
性
は

､

ド

イ

ツ

手
形
法
の

本
質
で

あ

り
､

他
方

フ

ラ
ン

ス

手
形
法
は

､

手
形
を

有
因
の

証
券
と

し
､

特
に

p
r

O

ユ
s
【

○

ロ

の

移
転
の

理

論
は

､

無
因
性
体
系
と

対

立

す

る

と

見
ら

れ

て

き

た
｡

勺

只
Y

ま
巴
○
コ

体
系
は

､

フ

ラ
ン

ス

手
形
法
の

顕
著
な

特
色
と

さ

れ
､

統
一

手
形

法
の

範

囲
外
に

あ

る
｡

本
論
文
の

目

的
は

､

手
形
債
権
の

無
因

､

有
因
と

い

う
､

独
､

仏
体
系

の

概
念
的
対

立
の

正

し
い

把
捉
と

､

そ
の

対

立
に

お
い

て

勺

岩
ま
s
-

○

ロ

制

度
の

占
め

る

地

位
を

明
ら

か

に

す

る

こ

と

で

あ
る

｡

そ
し

て
､

ド

イ

ツ

法
､

フ

ラ

ン

ス

法
自
体

を

検
討
し

た

後
で

､

更
に

､

ド

イ
ツ

的
無
囚
理

論
を

と

る
一

方
で

手

形
資
金
に

関
す
る

特
別
法
を

有
す
る

イ

タ
リ

ア

法
の

検
討
を

も

併
せ

て

行
な

う
｡

二
､

一

八

四

八

年
の

A
D

W
O

及

び

後
の

W
O

自
体
は

､

手

形
債
権

(

1
)

の

無
因

性
を

確
定
し
て

は
い

な
い

､

と

指
摘
さ

れ
て

い

る
｡

プ
ロ

シ

ャ

草

案
の

岩
O
t
i

く
0

は
､

手
形
が

原

因
か

ら

分

離
さ
れ

る
､

と

い

う
こ

と

を

認
め

て

は

い

る

が
､

し

か

し
､

民
法
に

関
連
す
る

諸

問
題
を

手
形
法
か

ら

排
除
し

､

手
形
関
係
だ

け

を
そ

の

対

象
と

し

た
の

は
､

当
時
の

民
法
の

不

甜

統
一

の

状

況
下
で

の

手
形
法
統

言
容
易
化
の

た

め
で

あ

り
､

政
策
的
便

占

(

2
)

宜
主
義
に

基
づ

く

も
の

で

あ
っ

た
｡

無
因
性

､

と
り

わ

け

振
出
人
と

支
払
人

/
引
受
人

間
で

も
､

手
形
は

無

因
な

有
価
証
券
で

あ

る
､

と
い

う
こ

と

は
､

一

九
世
紀
末
に

ほ
､

ド

イ

ツ

学
説
で

は

自
明
の

こ

と

と

さ

れ

る

に

至
っ

た
｡

手
形
法
自
体
に

は

根
拠
を

有
し
て

い

な
い

無
因
性
の

実
定
法
上
の

根
拠

(

3
)

は
､

民

法
第
七

八

〇

条
に

見
出
さ
れ

て

い

る
｡

抽

象

的
債

務

約

束
は

､

｢

無
原
因
+

の

約

束
で

は

な

く
､

｢

原
因
か

ら
切

り

離
さ

れ

た
+

約

束
で

ぁ

り
､

何
人

も

原
因
な
く

し

て

約
束
し

え

な
い

の

で

あ
っ

て
､

当
事
者
に

ょ

り

当

該
約
束
に

よ
っ

て

追
求
さ

れ

た

法
的
目

的
と

し
て

の

原
因
は

､

常

に

存
在
す
る

｡

た

だ

そ

の

原
因
が

約
束
の

要
素
を

な

し
て

は

お

ら

ず
､

原

(

4
)

因
は

客
観
的
に

欠
け
る

こ

と

が

で

き
る

｡

そ

し
て

債
務
約
束
に

あ
っ

て

は
､

通
常
そ
の

原
因
は

､

原
因

関
係
た

る

債
務
で

あ

る
｡

抽
象
的
債
務
約
束
は

､

既
存
の

債
務
の

宣
言
で

は

な

く

て
､

新
し
い

債
務
を

成
立
さ

せ

る

の

で

あ

(

6
)

る
｡

し
た

が

っ

て
､

手
形
行
為
の

無
因
性
は

､

原
因
か

ら

分
離
さ

れ

た

新

し
い

独
立

的
な

手
形

債
権
を

生

じ
る

こ

と

を

意
味
す
る

に

す

ぎ

な
い

｡

無
因
性
を

手
形
の

直
接
の

二

当
事
者
間
で

認
め

る

場
合
に

は
､

原
因
関

係
の

不

存
在
又

は

消
滅
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

契
約
相
手
方

た

る

所
持
人
に

対

し

て

も
､

手
形
債
務
者
が

有
効
に

債
務
を

負
担
す
る

こ

と

に

な

り
､

不

適
当
な

結
果
を

生

ず
る

｡

そ

れ

ゆ

え
､

原

因
関
係
上
の

当
事
者
間
で

は
､

原
因

関
係
は

意
義
を

有
す
べ

き

で

あ

り
､

ド

イ

ツ

で

は

民

法
第
八

一

二

条

第
二

項
､

第
八
二

一

条
の

適
用
が

生

ず
る

｡

す

な

わ

ち
､

手
形
債
権
は

､

原
因
関
係
の

不

存
在

､

消
滅
に

も
か

か

わ

ら

ず
有
効
に

成
立

す

る

が
､

そ
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の

行
使
に

対

し

て

は
､

手
形
債
務
者
は

､

不

当
利
得
返
還

請
求
権
又
は

不

当
利
得
の

抗
弁
を

行
使
で

き
る

｡

こ

の

場
合

､

手
形
表
示
に

つ

い

て
､

有

効
な

原
因
の

存
在
の

､

及
び

原
因
を

無
効
と

す
る

事
実
の

不

存
在
の

推
定

が
､

手
形
債
権
が

原
因
債
権
か

ら

独
立
し

て

い

る

こ

と

か

ら

(

手

形
の

文

言
性
も

そ
の

結
果
に

寄
与
す
る

と

考
え

ら
れ

る

が
)

生

じ

る
の

で
､

原
因

の

無
効

､

消
滅
等
に

つ

き
､

手
形
債
務
者
が

主
張
責
任
及
び

立

証

責
任
を

(

6
)

負
う
こ

と

に

な

る
｡

す

な

わ

ち
､

手
形
債
務
者
は

E
小

口

諾
d
2

を

有
す
る

｡

し

た

が

っ

て
､

ド

イ

ツ

法
上

､

手
形
債
務
者
が

､

原
因
関
係
の

不

存
在

､

消
滅
等
に

つ

き

立

証
責
任
を

負
う
の

は
､

こ

の

手
形
債
権
の

原
因
債
権
に

対

す
る

独
立

性
か

ら

生

じ

る

の

で

あ
り

､

｢

無
因
性
+

と

い

う
の

は
､

独

立
性
と

E
i

ロ
1

e

n

b

の

対

抗
と
い

う
ド

イ

ツ

法
的
体
系
を

示
す

概

念
で

あ

(

ァ
)

る

と

言
え
よ

う
｡

ド

イ

ツ

法
で

は
､

民

法
第
八

一

二

条
第
二

項
､

第
八
二

一

条
に

よ

り

衡

平
が

は

か

ら

れ
て

い

る

が
､

既
に

し

て

A
O

W
O

第
八

二

条
で

は
､

原

因

関
係
の

当
事
者
間
で

の

抗
弁
の

認
容
が

原
則
だ

っ

た
の

で

あ
り

､

又

統

一

手

形
法
第

一

七

条
は

､

裏
書
の

な

さ

れ

た

場
合
に

つ

い

て

の

規
定
で

あ

っ

て
､

そ
の

抗
弁
の

制
限
の

原
則
は

､

第
三

取

得
者
の

た

め
に

だ

け

妥
当

す

る

も
の

で

あ

り
､

原
因
関
係
の

当
事
者
間
で

は
､

当
然
に

抗
弁
は

対

抗

(

8
)

さ

れ

る

こ

と
に

な

り
､

第
一

七

条
に

よ

り

対

抗
さ

れ

う
る

抗
弁
の

内
容

､

範
囲
が

民

法
の

右
の

諸
規
定
に

よ

り

決
定
さ

れ

る

こ

と
に

な

る
｡

し
た

が

っ

て
､

こ

の

体

系
で

ほ

総
て

の

抗
弁
が

対

抗
さ

れ

う
る

わ

け

で

な

く
､

た

と

え

ば

契
約
不

履
行
の

抗
弁

､

資
金
の

不

存
在
の

抗
弁
は

､

当
然
に

は

対

(

9
)

抗
さ

れ

え

な
い

｡

ジ

ュ

ネ

ー

ヴ
の

統
一

手
形
法
の

成
立

以

前
に

､

既
に

ド

イ

ツ

で

は
､

｢

無
因

性
+

は

慣
習
法
化
し
て

い

た

が
､

A

O

W
O

の

場
合
と

同
様

､

ジ

ュ

ネ

ー

グ

会

議
は

､

｢

形
式
的
手
形
法
+

に

限
定
さ

れ

た

部

分

的

統
一

法

を

作
り

上

げ

た
に

す

ぎ

ず
､

何
ら
か

の

体
系
を

採
用
し
た

わ

け
で

は

な

く
､

し

た

が
っ

て
､

統
一

手
形
法
自
体
が

､

ド

イ

ツ

的
無
因

性
を

確
定
し
た

､

と
い

う
こ

と

は

否
定
さ
れ

る
｡

一

九

世

紀
の

無
因
性
概
念
の

成
功
は

､

そ

れ

が

原
因
関
係
か

ら
の

抗
弁

の

制
限
の

根
拠
付
け

と
な

り
､

手
形
流
通
を

促
進
す

る
､

と
い

う
点
に

基

づ

く
｡

手
形
債
権
は

原
因

関
係
か

ら

独
立

し
て

は
い

る

が
､

債
権
譲
渡
=

裏
書

の

場
合
に

､

無
因
性
=

独
立

性
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

n
e

m
O

p
-

亡
S

i

弓
【

s

t
r

p

ロ
S

訂
ヨ
①

p
O
{

2

S
t

β
亡
p

m

首
s

e

F

P

ロ
O
t

の

原
則
が

妥
当
し

､

し
た

が

っ

て

無
因
性
は

立

証
責
任
の

転
換
を

生

じ
は

す
る

が
､

第
三

者
に

と

り

兵

(

10
)

の

保
護
を

与
え
は

し

な
い

｡

出
F

已
-

コ

寛

が

公

信
の

保
護
を

主
張
し

て

以

来
､

ド

イ

ツ

で

は
､

外
観
の

観
念
及

び

善
意
の

観
念
が

抗
弁
の

制
限
の

原
則
を

説
明

す
る

､

と

さ

れ

て

い

る
こ

と

は
､

一

応
正

当
祝
さ

れ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

無
因
性
概
念
は

､

今
日

､

ド

イ

ツ

で

は

過
去
の

よ

う
な

支
配
的
地

位

を

有
し
て

い

な
い

｡

既
に

述
べ

た

A

D
ノ

司
○

の

性
布
か

ら
､

A
□

W
O

で

ほ
､

資
金
上
の

権

(

1 1
)

利
に

関
す
る

規
定
が

存
在
せ

ず
､

そ
の

態
度
は

新
手
形
法
に

も

引
き

継
が

(

12
)

れ

た
｡

元
来

､

ド

イ

ツ

で

は
､

フ

ラ

ン

ス

の

よ

う
に

､

為
替
手
形
は

資
金
上
の

権
利
を

も

表
彰
す
る

と

は

全
く

考
え

ら

れ

て

お

ら

ず
､

無
因
性
に

よ

り
､

貿
金
上
の

権
利
と

手
形
債
権
と

が

当
然
に

分

離
す

る
､

と

さ
れ

て

い

た
｡

っ
J

手
形
債
権
の

移
転
が

資
金

上
の

権
利
の

自
動
的
移
転
を

生

じ

な
い

､

と

い

舶
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ぅ
こ

と

は
､

手
形
債
権
の

原
因

債
権
=

資
金
上
の

権
利
か

ら
の

独
立

性
か

ら

直
ち
に

生

じ

る

の

で

あ

り
､

資
金
上
の

権
利
の

自
動
的
移
転
と
い

う

観

念
は

､

無
因
性
と

対

立

す
る

も
の

で

は

な
い

｡

当
然

､

契
約
に

よ
っ

て

資
金
上
の

権
利
も

譲
渡
さ

れ

う
る

が
､

特
に

引

受
呈

示

禁
止

手
形
の

振
出
人
の

破
産
し

た

場

合
に

､

手
形
所
持
人
が

資
金

上
の

権
利
を

行
使
で

き
な
い

､

と
い

う
こ

と

は
､

手
形
流
通
を

阻
害
す
る

(

13
)

と

さ

れ
､

勺
r
O

ま
s

-

｡

ロ

体
系
の

採
用
の

必

巽

性
が

主
張
さ

れ

て

い

る
｡

更
に

銀
行
取
引
約
款
の

存
在
を

理

由
に

､

資
金
上
の

権
利
の

同
時
的
移

転
が

ド

イ

ツ

で

も

慣
行
化
し
て

い

る
､

と

す
る

見
解
が

存
在
す
る

｡

す
な

わ

ち
､

振
出
人
の

破
産
の

場
合
に

は
､

所
持
人
は

黙
示
の

譲
渡
に

よ
っ

て

資
金
上

の

権
利
の

権

利
者
と

な
り

､

そ

れ

以

外
の

場
合
に

は
､

そ
の

譲
渡

が

明
示
さ

れ
､

又

は

手
形
を

支
払
人
が

引
受
け

た

と

き
に

の

み

譲
渡
さ

れ

(

14
)

る
､

と
い

う

慣
行
の

存
在
を

主
張
す
る

｡

こ

の

点
に

関
し
て

は
､

フ

ラ

ン

ス

で

は
､

金

融
機
関
に

割
引
の

た

め

に

塁

示

さ

れ
る

為
替
手
形
の

六

〇
%
ほ

引

受
が

な

さ

れ

て

い

な
い

の

に

対
し

､

ド

イ

ツ

で

は

引
受
の

な

さ

れ

て

い

な
い

為
替
手
形
の

割
引
は

ほ

と

ん

ど

存

(

15
)

在
し

な
い

､

と
い

う
こ

と

か

ら

否
定
す
る

見
解
が

あ

る
｡

検
討
を

要
す

る

問
題
で

あ

る
｡

留
意
す
べ

き

点
ほ

､

手
形
債
権
の

独
立

性
は

､

法
が

資
金
上

の

権
利
の

同
時
的
移
転
の

制
度
を

定
め
る

場
合
に

､

全
く

害
さ

れ

は

し

な
い

､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

(

1
)

ロ

旨
-

ロ
､

七

宗
札

芸
芸
訂

礼
罠

丸

邑
:
斡

邑
叫

已
言

邑
他

言

§
斗

-

芝
¢

･

n
｡

ぎ

室
〓
e
r

､

葛

邑
町

邑

§
丸

苧
喜

含
邑
等
監
や

挙
-

ま
¢

､

S
.

-

¢
-

∽
.

N

?

(

2
)

ロ
p
♂

ぎ
○

ワ

C

F
.

n
｡

｡

票
O
t

ご
.

(

3
)

岩
-

す
､

p
･

P

〇
･

S
･

N

か
‥

U

告
ぎ
O

p
.

C

チ
n
｡

:
-

N

e

t

-

か

P

(

4
)

甘
｡

｡

耳

胃
琶
訂
乳
･

宝
丸

哲
訂
へ

守
琶

ぎ
ー

岩
戸

S

.
N

宗
一

(

5
)

E
ロ

莞
C

C

e

…
∽

←
e

F

m

呂
ロ

.

哲
ぎ

叫

丸

吉
ぎ

ー

芝
ヂ

∽
.

3
ご

じ

旨
…

.

-

○

ワ

C

F
.

n
O

〓
N

一

(

6
)

甘
c

O

E
.

p
.

P

〇
.

∽
一

N

∞

¢
.

(

7
)

呂
≡
e
r

.

P

P

〇
一

∽
.

山

い

.

(

8
)

ロ
p
J

i

ロ
.

〇

ワ

C

声
.

ロ
｡

-

ご
.

(

9
)

I

g
､

n
｡

-

”
ご

呂
≡
2
1

･

P

P
･

〇
･

S
･

声

債
権
者
の

手

形

上
の

権

利

と

原

因

関

係

上
の

債
務

者
の

権

利
と

は
､

必

ず
し

も

給
付

と

反

対

給

付
の

関

係
に

は

な

く
､

双

務

的

関

係
に

あ

る

の

で

も

な
い

｡

又

振

出
人
と

引

受
人

と

の

間

で

は
､

引

受
人
の

債

務

ほ

手

形

法

第
二

八

乗
に

基
づ

く
の

で
､

資
金
の

不

存

在

は

不

当

利

得

を

直

ち
に

は

成

立
さ

せ

な
い

｡

(

1 0
)

ロ
巴
じ

ぎ
○

勺
.

C

声
､

ロ
｡
m

N

O

-

e

{

00

h
.

(

1 1
)

フ

ラ

ン

ス

手

形

法

上
の

p

岩
く

賢
｡

ロ

と

ド

イ

ツ

法

上

の

U
e
.

｡

k

｡

｡

甲

D
｡

｡

打

告
琶
｡

昆
e

2

品

と
の

概
念
上

の

異

同
は

､

検
討
を

要
し

ょ

う
が

､

結

局
そ

れ

は
こ

れ

ら
の

概

念
の

定

義
付

け

に

か

か

わ

る

問
題

で

あ
る

｡

(

1 2
こ

ド

イ

ツ

手

形

法
の

利

得

償
還

請

求
権

(

第

八

九

条
)

を

ド

イ
ツ

法
の

℃

3
く

賢
○

ロ

制

度
の

認

容

と

み

る

説
も

存

在
す
る

(

≦
U

e

管
-
i

.

ト
毎

号
Q

e

訂

㌻
読

札
血

こ
白

､

註
言

丸
Q

Q

訂
式
b

已

芸
道

各
】

畠

邑
Q

逮

缶

盲

≠
Q

喜
葛
､

-

芸
N

､

n
｡

宗
h

t

e

こ

∂∂4
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く
0

2

慧
-
i

-

○

ワ

C

F
,

n
｡
の

苫
e
t

s

∴

D
P
b

5
.

-

O

p
･

O
i

t
･

-

n
｡

く
O
e

g
e
-

r

O

p
.

C
i

t

..

ロ
｡

-

い

〇

･

呂
≡
e

ご

P

P

〇
.

∽
.

-

00

汁

( 8 1 ) 研 究 ノ
ー

†

三
､

フ

ラ

ン

ス

民

法
は

､

第
一

一

〇
八

条
で

､

適
法
な

原
因
を

契
約
の

有
効
要
件
の

一

つ

と

し
て

要
求
し
､

第

二
一

一

二

条
は

､

｢

原

因
の

欠

映

し

又

ほ

虚
偽
も

し

く
は

不

法
の

原
因
に

基
づ

く

債

務
は

効

力
を

生

じ

な

い

+

と

規
定
す

る
｡

す

な

わ

ち
ド

イ

ツ

的
無
因
債
務
は

存
在
し

な
い

｡

手
形
債
権
も

し

た

が
っ

て

有
因
と

な

り
､

手
形
債
権
で

は
､

原
因
は

､

手
形
署
名
者
が

債
務
を

負
う
原
因

､

す
な

わ

ち

手
形
契
約
の

原
因
を

意
味

し
､

手
形
の

原
因
関
係
の

当
事
者
間
で

は
､

そ
れ

に

基
づ

き

手
形
行
為
の

(

18
)

な
さ

れ

た

既
存
の

債
務
で

あ

る
｡

一

九
世
紀
の

フ

ラ
ン

ス

学
説
に

よ

れ

ば
､

手
形
債
権
は

､

原
因
関
係
上

の

当
事
者
間
で

は
､

既
存
の

原
因
債
権
と

異
な

ら

ず
､

独
立
の

債
権
で

も

な

く
､

単
に

手
形
の

形
を

と
っ

た

原
因

債
権
自
体
で

あ
っ

た
｡

為
替
手
形

の

振
出
人
ほ

引
受
人
に

対

し
､

手
形
に

化
休
さ

れ
た

勺
1

0

く

訂
訂
ロ

に

対

す

る

権
利
の

み

を

有
す
る

に

す
ぎ

な

か

っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

観
念
に

お

い

て

ほ
､

原
因
関
係
に

基
づ

く

抗
弁
の

対

抗
性
は

明
白
で

あ
っ

た
｡

今
日

､

フ

ラ
ン

ス

で

は

直
接
当
事
者
間
で

の

手
形
債
権
の

有
因

性
と

､

原
因
関
係
に

(

1 7
)

基
づ

く

抗
弁
が

当
事

者
間
で

対

抗
さ

れ

る

こ

と

に

は

疑
い

は

な
い

｡

し

か

し
､

今
日

で

は
､

原
因
関
係
の

当
事
者
間
に

､

原

因
債
権
と

手
形

債
権
の

並
存

､

す
な

わ

ち
､

手
形
債
権
の

原
因
債
権
か

ら
の

分
離
=

独
立

(

1 8
)

を

み
る

見
解
が

有
力
で

あ

る
｡

こ

の

場
合

､

仏
商
法
典
第

一

二

八

条
第
二

項
(

統
一

法
第
二

八

条
第
二

項
)

が

そ

の
一

つ

の

よ

り

所
に

な
っ

て

い

る
､

と

考
え

ら

れ
る

｡

し

た
が
っ

て
､

手
形
債
権
は

､

原
因
関
係
の

当
事
者
間
で

は
､

原
因
関

係
か

ら

独
立

し
て

い

る

が
､

有
因
で

あ
っ

て
､

原
因
関

係
の

消
滅

､

不

存

在
等
の

総
て

の

抗
弁
は

対

抗
さ

れ
､

そ

の

結
果

､

手
形
債
務
は

成
立

し

な

(

19
)

い

も
の

と

な

る
｡

こ

の

抗
弁
ほ

ド

イ
ツ

法
上
の

E
i

ヨ
2

計

の

よ

う

な

反

対

権
と

し

て

の

も
の

で

ほ

な

く
､

手
形
債
務
を

は

じ

め

か

ら

無
効
と

す
る

｡

原
因
関
係
か

ら
の

抗
弁
の

主
張
責
任
及
び

立

証
責
任
は

､

原
因

関
係
の

(

20
)

当
事
者
間
で

も
､

手
形
債
務
者
が

負
担
す
る

と

解
さ

れ

る
｡

こ

の

立

証

責

任
の

転
換
は

､

手
形
債
権
の

独
立
性
及
び

文
言
性
か

ら

当
然
に

導
か

れ

よ

う
｡

し

か

し
､

債
務
者
が

対

抗
で

き

る

畷
症
の

範
囲
は

､

ド

イ

ツ

法
の

不

(

21
)

当
利
得
の

抗
弁
を

成
立
せ

し
め

る

環
症
に

と

ど

ま

ら
な
い

｡

な

お
､

フ

ラ

ン

ス

手
形
法
上

､

原
因
関
係
の

当
事
者
間
に

､

無
因
性
と

い

う
語
が

用
い

ら

れ

て

い

る

場
合
に

も
､

手
形
債
権
の

原
因
債
権
か

ら

の

独
立

性
を

意
味
し

て

い

る

に

す

ぎ

な
い

｡

フ

ラ
ン

ス

で

は
､

｢

無

因

性
+

な

る

語
は

､

原
因
関
係
か

ら
の

抗
弁
が

対

抗
さ
れ

な
い

､

第
三

者
た

る

所

持
人
の

有
す
る

手
形
債
権
の

性
質

､

す

な

わ

ち

人
的
抗
弁
の

制
限
に

よ

り

保
護
さ

れ

る

所
持
人
の

有
す

る

手
形

債
権
の

性

質
を

表
現
す
る

た

め

に
一

般
に

用
い

ら
れ

て

い

る
｡

過
去
の

フ

ラ
ン

ス

判
例

､

学
説
で

は
､

為
替
手
形
は

振
出
人
と

引
受
人

の

間
で

は
､

勺

岩
ま
∽
ト

○

ロ

そ

の

も

の

で

あ

り
､

そ

れ

は

手
形
に

表
象
さ

れ
､

p

岩
く

E
O

ロ

の

所
有
権
は

､

為
替
手
形
の

振
出

､

裏
書
に

よ

り

受
取

人

に

移
転
さ

れ

る
､

と

い

う
こ

と

が

確
立

し

て

い

た
｡

手
形
が

為
替
契
約
の

実

∂

行
手

段
か

ら
､

支
払
手
段

へ

と

変
る

に

伴
い

､

手
形
流
通
の

た

め

の

支
払

甜
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担
保
の

必

要
か

ら
､

裏
書
に

よ

り

勺

岩
く
ー

s
ト

○

ロ

が

所
持
人

に

移

転
す

る

(

22
)

こ

と

が

必

要
と

な

り
､

一

九

世
紀
の

詔
判
例
に

よ

り
､

引
受
の

有
無
を

問

わ

ず
又

振
出
人

が

破
産
す

る

か

ど

う
か

に

か

か

わ

ら

ず
勺

3
ま
s
-

○

ロ

が

所

持
人
へ

帰
属
す
る

こ

と
が

確
立
さ

れ
､

そ

れ

は
一

九
二

二

年
の

改
正

法
第

一

一

六

条
の

規
定
す
る

所
と

な
っ

た
｡

現
行
の

商
法
典
第

一

一

六

条
第
四

項
の

勺

岩
く

邑
○

ロ

の

推
定
の

規
定
は

､

｢

引
受
債
務
の

有
効
性
は

､

p
r

｡

ま
s

5.
ロ

の

存
在
に

か

か

る
+

と
い

う

ド

イ

ツ

学
者
の

誤
解
を

生

み
､

勺

3
く

訂
i

｡
n

の

移
転
と

無
因
性
体
系
と

の

対

(

幻
)

立

視
が

生

じ

た

が
､

手
形
引
受
の

効
力
は

p

岩
ま
s
i

O

n

の

存
在
に

依
拠

し

て

は
い

な
い

｡

現
在
で

は
､

為
替
手
形
の

有
効
性
は

勺
r

O

ま
s
-

O

n

の

存

在

(

24
)

か

ら

全
く

独
立
し
て

い

る

と

解
さ

れ

て

い

る
｡

既
に

述
べ

た
よ

う
に

､

手
形
債
権
は

原
因

債
権
か

ら

独
立

し
た

新
た

な

債
権
で

あ

り
､

裏
書
は

手
形
上

の

権
利
の

み

を

移

転

す

る

こ

と

か

ら
､

p
r

O

く
ー

s
-

O
n

に

対

す

る

権
利
は

､

当
然
振
出
人
の

手
元
に

残
る

こ

と

と

な

る
｡

こ

こ

に

お

い

て
､

商
法

典
第
一

一

六

条
第
三

項
は

､

意
義
を

有
す
る

に

至
り

､

今
日

で

は
､

こ

の

規
定
の

効
力
と

し

て
､

p

岩
く

訂

訂
ロ

に

対

す

(

25
)

る

権
利
が

移
転
さ
れ

る

こ

と

と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て

こ

の

独

立

性
の

修
正

は

法
に

よ

る

も

の

で

あ

る
｡

(

16
)

L
e
s

c

O
t

e

t

R
O

ロ
ー

阜
卜

訝

島
村

訂

礼
恥

冒
S

莞
言
♪

-

ま
い

､

t

.

-

.

ロ
｡
｡

-

h

ひ

e

t

-

-

や

(

1 8
)

｢
2
S

C

O
t

e

t

封
O

E

阜
○

ワ

C

F
.

什
.

:

L
2
S

l

爪

p
e

岩

宏
∽

i

O

ロ
S

年
ひ

ー

P

【

○
-

(

ど

恥

札
1

3

芦

-

や

N

h
､

勺
･

-

笠
･

(

1 9
)

J
e
s

c

｡

t

e

七

日
｡

b
-

阜
○

ワ

O

F
.

t
.

n
｡

-

合
ご

J
e
s

c

O
t

｡
什

兄
b
b
-

阜
｡

勺
･

C
i

t
･

､

t

+
､

ロ
｡

ご
か

)
｡

紺
-

八

J

ー
.

n
｡

い

ー

か
‥

出
○

弓
C

寛
t

.

設
く

ユ
e
r

-

¢

N

N
.

こ

ゝ
器

芦

ー
ー

n
｡
幹

也

-
､

ご
¢

.

い

ー

ひ

(

1 7
)

フ

ラ

ン

ス

で

も
､

づ

く

抗
弁
の

対

抗
は

､

に

規
定
さ

れ

て

い

る
､

の
t

〕

p
亡

苧
e
t

.

り

岩
山

.㌫

原

因

関

係
の

当

事

者

間
で

の

原

因
関

係
に

基

商
法

典

第
一

二

一
条

(

統
一

法

第
一

七

条
)

と

指
摘
さ

れ

て

い

る

(

H
P

m
e
】

.

L

品
宅
d
e

札
Q

蟄
Q

ご

旨
S

､

莞ヽ
n
叫

阜

-

芸
才

t
.

N
.

e

t

ヰ

h

γ

(

2 0
)

H
P

m
e
-

-

｢

名
賀
計
e
t

甘

邑
邑
-

O

p
.

O

F
､

t
.

N

一.

n
｡

-

合
ご

】

芦
-

-

e

r
･

P

P
･

〇
･

S
･

合
一

‥

C

監
S

･

C

O

芦
-

か
･

P

-

設
-

.

知

芦

芝
芦

き
･

〔

Q

芦
-

茂
N

･

p
･

-

N

A
･

n
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t

e

切
口

C

宅
臥

e

t

C

邑
邑
-

甲

P

(

2 1
)

音
〓
e
r

､

P

P
〇
･

∽
･

吉
‥

H
p

m
e
-

.

J
e

笥
邑
e

e
t

甘
∈

守
e
t

.

.

〇

p
.

C
i

t
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t
一

N
.

n
｡

-

合
¢

.

(

2 2
)

く
O
e

習
-

r

O

ワ

C
i

t
一

-

口

蓋

ざ
一
芸
.

(

2 3
)

呂
i

〓
e

J

P
.

P

〇
.

S
.

会
.

(

2 4
)

｢
e

s
c

｡
t

e
t

R
｡

b

夏
.

〇

p
.

C

チ
t

.

-
.

､

ロ
｡

設
N

.

(

2 5
)

H
-

r
s

c

F

b
等

き
邑
各
項
､

毎

号
Q

e

計

㌻ヾ

こ
…

寸

§
b

昏
叫

篭
賢
苫

§
礼

丸

吉

ぎ
喜
昏
g

､

昌

司

邑
町

邑
萱
ぃ

ざ

-

£
○

-

S

･

㌍
-
h

N
い

呂
≡
e

r
､

P
.

P

〇
.

∽
.

一

汁

四
､

フ

ラ

ン

ス

民
法
と

同

様
に

､

イ

タ
リ

ア

民
法
で

も
､

契
約
の

有
効

な

成
立

の

た

め

に

は
､

有
効
な

原
因
が

要
求
さ

れ

(

伊
民

法
典
第

一

三

二

五

条
)

､

ド

イ

ツ

的
無
因
債
務
は

存
在
し

な
い

｡

更
に

不

当
利

得
返

還

請

求
権
は

規
定
さ

れ
て

い

る

が

(

第
二

〇
四

一

条
)

､

特
別
な

ド

イ

ツ

的

不

当

利
得
の

抗
弁
は

規
定
さ

れ

て

い

な
い

｡

こ

の

与
つ

に

無
因
性
は

実
定
法

(

26
)

上
に

根
拠
を

有
さ

な
い

の

で
､

そ

れ

を

否
定
す

る

見
解
も

あ
る

が
､

イ

タ
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リ

ア

手
形
法
で

は
､

ド

イ

ツ

手
形
法
の

影
響
を

受
け

､

手

形
債
権
の

ド

イ

ツ

法
的
無
因

性
が

通

説
で

あ

る
｡

イ

タ

リ

ア

手

形
法
上
の

無
因
性
は

､

ド

イ
ツ

に

お

け

る

と

同
様
に

説
か

れ

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

無
因
の

債
権
で

も

原
因
は

欠
く
こ

と
が

で

き

ず
､

手
形
の

無
因
性
と

は
､

手
形
債
権
が

原
因
-
手
形
行
為
に

あ
っ

て

は

通
常

原
因
関
係
-
か

ら

独
立

し
て

有
効
で

あ

り
､

原
因
を

手

形
契
約

提
要
素

と

せ

ず
手
形
債
務
か

ら

分
離
す
る

こ

と

を

意
味
す
る

だ

け

で

あ
っ

て
､

当

(

28
)

事
著
聞
で

は

原
因
関
係
に

基
づ

く

抗
弁
が

対

抗
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

し
た

が

っ

て
､

手
形
債
権
は

原
因
当
事
者
間
で

も
､

第
三

者
た

る

所
持
人

と
の

(

別
)

問
で

も

無
因
で

あ

る
｡

そ

し
て

原
因
当
事
者
間
に

あ
っ

て

も
､

立

証

責
任

(

3 0
)

の

転
換
は

当
然
に

認
め

ら

れ
る

｡

イ

タ
リ

ア

手
形
法
で

は
､

学
説
に

よ

り

ド

イ

ツ

手
形
法
と

同
一

の

無
因
性
概
念
が

存
在
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

今

日
で

は

こ

の

無
因
性
は

白
明
の

こ

と
と

さ

れ
て

い

る
｡

な

お

手
形
法
第
六

六

条
は

､

手
形
債
務
の

原
因

債
務
か

ら
の

独
立

性
を

規
定
し

て

い

る

と

解

さ

れ

る
｡

原
因
関
係
に

基
づ

く

抗
弁
の

対

抗
は

､

ド

イ

ツ

手
形
法
で

は

民

法
規
定

に

依
拠
し
て

い

る

が
､

イ
タ

リ

ア

手
形
法
の

無
因
性
観
念
は

､

ド

イ

ツ

法

か

ら
の

輸
入

品
で

あ

る

の

で
､

そ

の

抗
弁
の

根
拠
付
け
の

た

め

の

理

論
構

(

3 1
)

成
が

な
さ

れ

て

き
た

が
､

イ

タ

リ

ア

学
説
が

こ

の

よ

う
な

根
拠
付
け
を

必

要
と

し
た

の

は
､

善
意
第
三

者
た

る

所
持
人
に

対

す
る

原
因
関
係
に

基
づ

く

抗
弁
の

制
限
を

手
形
債
権
の

無
因

性
に

よ

り

説
明
し

よ

う
と

し

た

こ

と
､

と

無

縁
で

は

な
い

｡

し

か

し

今
日

で

は
､

手
形
法
第
二

一

条
(

統
一

法
第

一

七

条
)

が
､

原
因
関
係
に

基
づ

く

抗
弁
の

対

抗
を

認
め

て

お

り
､

又
そ

の

こ

と
は

全
く

直
接
当
事
者
間
で

の

手

形
債
権
の

無
因
性
を

香
定
す
る

も

(

3 2
)

の

で

は

な
い

｡

た

だ

イ

タ
リ

ア

の

易
合
に

は
､

抗
弁
は

ド

イ

ツ

の

よ

う
に

不

当

利
得
の

抗
弁
で

は

な
い

た

め
､

原
因
関
係
に

基
づ

く

総
て

の

抗
弁
が

(

3 3
)

認
容
さ

れ

る
｡

通
説
は

､

為
替
手
形
と

共
に

p
r

｡

く

く

賢
p

に

対

す

る

権

利
が

自

動

的

に

移
転
す

る

こ

と

を
､

無
因
性
か

ら

否
定
す

る
｡

し

か

し

イ

タ
リ

ア

で

は
､

引
受
呈

示

禁
止

手
形
の

割
引
が

多
く

､

銀
行
の

手
形
割
引
を

促
進
す
る

こ

(

34
)

と

が

経
済
の

要
求
す
る

所
で

あ
っ

た

た

め
､

銀
行
に

と

り

有
利
な

､

割
引

(

㍊
)

の

た

め

に

工

夫
さ
れ

た

特
別
法
が

制
定
さ

れ
､

今
日

で

も

効
力
を

有
し
て

い

る
｡

こ

の

特
別
法
に

よ

れ

ば
､

手
形
上
の

文
句
に

よ

り

振

出
人

と

支
払

人
の

間
の

取
引
行

為
に

基
く

債
権
が

為
替
手
形
と

共
に

割
引
銀
行
に

移
転

(

3 6
〕

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

そ
の

後
の

手
形
所
持
人
は

､

そ

の

債
権
を

手
形
と

共
に

白
動
的
に

取
得
す
る

｡

こ

の

譲
渡
は

､

引
受
呈

示

禁
止

手

形
及
び

未

引
受
の

手
形
に

対

し

て

の

み

可
能
だ

が
､

そ

れ

は

こ

の

譲
渡
が

､

手
形
の

(

3 7
)

引
受

､

支
払
の

補
強
で

あ
る

こ

と

に

基
づ

い

て

い

る
｡

手
形
債
権
の

独
立

性
は

､

p

3
く
く

賢
P

に

対

す
る

権
利
の

非
移
転
性
を

生
じ

る

の

だ

が
､

法
に

よ

る

手
形
債
権
と

召
○

く
く

富
戸

に

対

す

る

権
利
の

同
時
的
移
転
は

､

手
形
債
権
の

独
立

性
､

無
因
性
を

害
す
る

こ

と

は

な
い

の

で

あ

る
｡

(

2 6
)

句
e

l
r

罵
P

∴
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S

已

c
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已
t
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い

浬
Y

e
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岩
-
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(
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書
記

已
Q
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三
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巴
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勺

P

ユ
2

中
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千

句
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N

O
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e

岩
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3 2
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C

耳

U
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S
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O
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O

p
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C
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､
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〓
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ご
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3 3
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中
ロ

笥
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阜

卜
白

岩
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芝
已
Q

恥

叫
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芸
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訂

昌
S
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訂
3 .
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N

V
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3 4
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詳
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≡
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l
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∽
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N
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3 5
)

R
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岩
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謁
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N
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S
e
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e

m
b

岩

-

£
い

､

ロ
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-

い

£
一

(

3 6
)

イ

タ

リ

ア

手

形

法
上

の

p
r

O

く

ま
s
t

P

と

p

岩
く

i

s
i

O
ロ

と

の

異

同
､

ま
た

こ

の

特

別

法
の

規

定

す

る

債

権

が

p

3
く

<
i

s

t

p

な
の

か

ど

ぅ
か

は

不

明

確
で

あ

る
｡

勺

3
く

く

賢
P

を

p
r

0

5 .

S

i

O

ロ

と

同

義
に

解

す

れ

ば
､

こ

の

法
に

よ

り

移

転
さ

れ

る

債
権

は
､

p

岩
く

ま
s
t

P

の

一

つ

の

存

在

形

態
に

す
ぎ

ず
､

こ

の

法

は

勺

岩
く

く
i

s

t

p

の

移
転
を

定
め

た

と

は

解
せ

な
い

こ

と

に

な

る

(

U
e

S
2

日
〇

.

〇
p

.

C

F
.

ロ
ー

旨
-

e

苔
N

.

)
｡

(

3 7
)

呂
O
S

S

P
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J
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2
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S
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n
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岩
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E
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C

P

m
E
p
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小
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小

t

已
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こ

i

ロ

勺
設
蒔

へ

芯
恥

h

ま

S

ワ
ロ

n

&
山

≒
已

薦
e

Q

達

C
.

寸

ヨ
乳
亀

虫
斗

p

ヱ
叫
.

N

中
ひ

.

五
､

独
､

仏
､

伊
総
て

の

体

系
に

お

い

て

認
め

ら
れ

て

い

る

手
形
債
権

の

原
因
債
権
か

ら
の

独
立

性
の

結
果

､

手
形
の

有
因
性

､

無
因

性
の

対

立

は
､

実
際
上

は

ほ
と

ん

ど

意
義
を

失
っ

て

し

ま
っ

て

い

る
｡

更
に

勺
r

?

く

邑
O

n

の

移
転
の

問
題
は

､

有
因

､

無
因
と

は

関

連

性
が

な

く
､

実

際

的
要
請
に

し

た

が
っ

て

解
決
さ

れ

う
る

｡

し

た

が

っ

て

原
因
債
権
と

手
形

債
権
と
の

関
係
の

問
題
に

お

け
る

､

ド

イ

ツ

体

系
､

フ

ラ
ン

ス

体

系
の

対

立

視
は

誤
り
で

あ
る

と

言
っ

て

よ
い

｡

原
因
債
権
と

手
形
債
権
と

の

関
係
の

諸
問
題
に

つ

い

て
､

統
一

手
形
法

の

下
で

要
求
さ

れ

る

解
答
の

探
求
と

そ
の

理

論
化
は

､

今
後
の

研
究
課
題

と

し

た
い

｡

(

一

橋
大

学
大

学

院
博
士

課
超
)
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